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こども性暴力防止法で規定される犯罪事実確認記録等に関する重大事態の報告及び本人通知の整理表

	
	 特定性犯罪事実の
記載の有無
	有り
	無し

	
	個人データ又は保有個人情報への該当性
	該当
	非該当
	該当
	非該当

	こども性暴力防止法
	こども家庭庁への漏えい等の報告 
	特定性犯罪事実の有無、個人データ又は保有個人情報への該当・非該当にかかわらず、次の１から３までに掲げる場合には、こども家庭庁への報告が必要。
１　犯罪事実確認記録等の漏えい、滅失若しくは毀損が発生し、又は発生したおそれがある事態​
２　犯罪事実確認記録等が法第12条に反して第三者に提供され、又は提供されたおそれがある事態​
３　特定性犯罪事実関連情報の漏えい、滅失若しくは毀損が発生し、又は発生したおそれがある事態​

	
	本人通知 
	漏えい
滅失
毀損
	必要
	必要
	不要
※個人情報保護法に基づく本人通知は必要

	不要

	
	
	第三者提供
	必要
（犯罪事実確認記録等のみ）
※特定性犯罪事実関連情報は対象外
	必要
（犯罪事実確認記録等のみ）
※特定性犯罪事実関連情報は対象外
	不要
	不要

	個人情報保護法
	個人情報保護委員会への漏えい等（※）の報告及び本人通知 
※第三者提供は対象外
	ともに必要
	ともに不要
	次の場合にはともに必要
・　不正の目的をもって行われたおれがある個人情報取扱事業者又は行政機関等に対する行為による漏えい等が発生し、又は発生したおそれのある場合
・　個人データに係る本人の数が千人（保有個人情報にあっては百人）を超える漏えい等が発生し、又は発生したおそれのある場合
	ともに不要



